
 

 

 

規
制
改
革
会
議
に
お
け
る
審
査
支
払
機
関
の
役
割
分
担
の 

見
直
し
に
対
す
る
特
別
決
議 

  
 

現
在
、
規
制
改
革
会
議
健
康
・
医
療
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
審
査
支
払

機
能
の
統
合
や
審
査
体
制
の
見
直
し
が
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
市
町
村
等
の
保
険
者
の

負
担
の
軽
減
や
業
務
の
効
率
化
、
円
滑
か
つ
安
定
的
な
地
域
医
療
の
確
保
の
観
点
か
ら

極
め
て
問
題
が
多
い
。 

都
道
府
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
国
保
連
合
会
）
は
、
国
民
健
康
保
険
法
に

基
づ
き
、
市
町
村
等
の
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
保
険
者
が
共
同
し
て
設
立
し
た
法

人
で
あ
り
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
と
は
基
本
的
に
そ
の
性
格
が
異
な
る
。
よ

っ
て
国
保
連
合
会
の
組
織
と
業
務
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
保
険
者
で
あ
る
市

町
村
等
が
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

 
 

国
保
連
合
会
は
、
市
町
村
保
険
者
等
の
連
合
体
と
し
て
、
保
険
者
機
能
の
大
き
な
部

分
を
担
っ
て
い
る
。
診
療
報
酬
の
審
査
支
払
事
務
と
保
険
者
事
務
の
共
同
処
理
を
一
体

的
に
行
う
こ
と
で
、 

① 

レ
セ
プ
ト
に
示
さ
れ
た
被
保
険
者
資
格
の
即
時
確
認
に
よ
る
保
険
者
事
務
の
軽

減
や
医
療
機
関
の
未
収
金
の
軽
減
、 

② 

交
通
事
故
等
が
原
因
と
見
ら
れ
る
レ
セ
プ
ト
を
抽
出
し
て
保
険
者
の
事
務
が
複

雑
な
第
三
者
求
償
の
代
行
に
よ
る
大
き
な
財
政
効
果
の
実
現
、 

③ 

保
有
す
る
健
診
・
医
療
・
介
護
の
各
種
デ
ー
タ
を
総
合
的
に
活
用
す
る
国
保
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
（
Ｋ
Ｄ
Ｂ
）
に
よ
る
保
険
者
の
保
健
事
業
へ
の
支
援
、 

④ 

都
道
府
県
単
位
の
財
政
運
営
実
現
に
向
け
た
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
の
実

施
等 

保
険
者
の
業
務
支
援
と
事
務
の
軽
減
を
効
率
的
に
行
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
点
を
一
顧
だ
に
せ
ず
、
審
査
支
払
業
務
の
み
に
着
目
し
て
こ
れ
を
切
り
離
し
支

払
基
金
に
統
合
す
る
こ
と
は
、
財
政
状
況
が
極
め
て
厳
し
い
市
町
村
等
の
保
険
者
業
務

の
大
幅
な
増
加
と
負
担
増
を
招
く
こ
と
と
な
り
断
固
反
対
す
る
。 

 

ま
た
、
国
保
連
合
会
に
お
け
る
診
療
報
酬
の
審
査
は
、
公
平
性
を
担
保
す
る
た
め
都

道
府
県
知
事
が
委
嘱
し
た
診
療
側
・
支
払
側
・
公
益
側
の
三
者
構
成
の
審
査
委
員
会
と

し
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
が
審
査
委
員
と
な
っ
て
お
り
、
訴
訟
に
い
た
る
件
数

は
極
め
て
少
な
い
。 

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
ロ
ジ
ッ
ク
で
の
機
械
的
審
査
の
大
幅
導
入
に
よ
り
、
医
師
・
歯
科

医
師
・
薬
剤
師
に
よ
る
審
査
の
役
割
を
縮
小
す
る
審
査
体
制
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
診
療
報
酬
体
系
の
下
で
は
、
審
査
に
関
す
る
紛
争
を
増
加
さ
せ
、
地
域
の
医
療

の
確
保
に
も
支
障
が
生
じ
か
ね
ず
容
認
で
き
な
い
。
審
査
の
あ
り
方
は
、
診
療
報
酬
の

あ
り
方
と
密
接
不
可
分
で
あ
り
、
診
療
報
酬
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
患
者
の
病
態
に
応

じ
て
行
う
医
療
の
本
質
を
十
分
踏
ま
え
た
上
で
の
抜
本
的
な
議
論
抜
き
に
は
実
現
の
可

能
性
は
な
い
。 

以
上
規
制
改
革
会
議
の
審
査
支
払
機
関
の
役
割
分
担
の
見
直
し
は
、
市
町
村
等
の
保

険
者
の
負
担
の
軽
減
や
業
務
の
効
率
化
に
逆
行
す
る
ば
か
り
か
安
定
的
か
つ
円
滑
な
地

域
医
療
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
し
か
ね
ず
断
固
反
対
す
る
。 

 

も
と
よ
り
国
保
連
合
会
は
保
険
料
（
税
）
と
税
金
で
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、

審
査
の
充
実
と
業
務
の
効
率
化
及
び
Ｋ
Ｄ
Ｂ
の
充
実
等
に
よ
る
保
険
者
支
援
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
積
極
的
に
取
り
組
む
決
意
で
あ
る
。 

 
  

右
、
決
議
す
る
。 

 
  

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


